
 

深刻化するウクライナ情勢等により燃油、飼料、肥料等の生産資材価格

高騰が続き、生産者の農業経営に甚大な影響が及んでいます。ついては、 

ＪＡにおいて生産資材高騰に起因して、生産者の農業経営への影響緩和の

為の対策を講じることとなりました。当ＪＡにおいては以下の通り農業経営緩

和のための取り組みを実施いたします 
 

支援策 

 

ＪＡグリーンにて 

① 期間 令和５年４月１日～令和５年５月 31日 

国府春苗販売価格を前年度価格据え置きでの販売。 

 

 

② 期間 令和 5年 5月 1日～令和 5年 12月 31日 

出荷用ダンボールを前年度 10月改定価格の特別価格で生産者に販売 

（期間中において常時特別価格での対応となる。） 

   

 

  営農センターにて 

① 期間 令和 5年 4月 1日～令和 6年 1月 31日まで 

土壌診断全額補助（一般分析のみ）実施 

※但し、販売を目的とし分析結果を反映し、品質向上とコスト低減を目指す生産者 

 

 

生産資材価格高騰対策支援事業実施 


